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新
設
さ
れ
た
「
か
か
り
つ

け
歯
科
医
機
能
強
化
型
歯
科

診
療
所
」
で
算
定
で
き
る
項

目
は
、
複
数
の
点
数
を
包
括

し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

「
か
か
り
つ
け
歯
科
医
」
に

誘
導
し
た
後
に
点
数
を
引
き

下
げ
る
〝
ハ
シ
ゴ
外
し
〞
も

危
惧
さ
れ
る
。

　

継
続
的
な
管
理
を
通
じ
て

う
蝕
や
歯
周
疾
患
の
重
症
化

予
防
を
評
価
す
る
「
か
か
り

つ
け
歯
科
医
」
は
、「
エ
ナ

メ
ル
質
初
期
う
蝕
管
理
加

算
」
２
６
０
点
、「
歯
周
病

安
定
期
治
療
（
Ⅱ
）」
３
８

０
〜
８
３
０
点
、「
在
宅
患

者
訪
問
口
腔
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
指
導
管
理
料
加
算
」

１
０
０
点
を
新
設
し
た
。

　

初
期
う
蝕
管
理
加
算
は
、

フ
ッ
化
物
歯
面
塗
布
処
置
や

機
械
的
歯
面
清
掃
処
置
、
口

腔
内
写
真
検
査
な
ど
を
包

括
。
Ｓ
Ｐ
Ｔ（
Ⅱ
）は
歯
周
病

検
査
や
口
腔
内
写
真
検
査
、

歯
周
基
本
治
療
な
ど
を
包
括

し
て
い
る
も
の
の
、
高
点
数

に
な
っ
て
い
る
。

　

施
設
基
準
で
は
医
療
安
全

に
係
る
研
修
や
Ｓ
Ｐ
Ｔ
の
算

定
実
績
な
ど
の
ハ
ー
ド
ル
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。「
か
か
り

つ
け
歯
科
医
」
か
否
か
で
点

数
が
異
な
り
、
一
物
二
価
に

も
三
価
に
も
な
る
内
容
だ
。

　

歯
科
疾
患
管
理
料
の
算
定

要
件
で
は
文
書
提
供
が
除
外

さ
れ
、
管
理
計
画
の
策
定
と

説
明
に
変
更
さ
れ
た
。
点
数

は
１
０
０
点
に
な
っ
た
が
、

文
書
提
供
し
た
場
合
に
10
点

を
加
算
す
る
こ
と
に
な
る
。

要
件
緩
和
を
求
め
て
い
た
協

会
・
保
団
連
の
運
動
が
実
っ

た
と
い
え
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｔ
も
４

㍉
以
上
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
有
す

る
患
者
な
ら
算
定
で
き
る
よ

う
に
緩
和
さ
れ
た
。
在
宅
医

療
で
も
、
歯
科
訪
問
診
療
１

に
つ
い
て
「
著
し
く
歯
科
の

診
療
が
困
難
で
あ
る
場
合
」

は
20
分
未
満
で
も
算
定
が
認

め
ら
れ
た
。

　

詳
細
は
３
月
21
日
の
新
点

数
説
明
会
で
解
説
す
る
。

　

厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は

社
会
保
障
は
経
済
波
及
・
雇

用
誘
発
効
果
が
抜
群
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
医

療
崩
壊
を
防
ぎ
、
国
民
の
生

活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
も

社
会
保
障
の
拡
充
は
必
要
で

あ
る
。

　

協
会
は
歯
科
医
療
改
善
の

た
め
に
、
今
後
と
も
署
名
、

国
会
要
請
、
自
治
体
と
の
交

渉
を
続
け
て
い
く
。
会
員
の

先
生
に
協
力
を
呼
び
か
け
た

い
。

い
る
活
動
を
生
か
す
に
は
、

社
会
保
障
の
あ
り
方
を
、
自

助
を
基
本
と
す
る
よ
う
な
新

自
由
主
義
改
革
か
ら
転
換
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

「
生
活
の
質
」
を
担
保
す

る
ケ
ア
の
中
核
は
医
療
で
あ

り
、
歯
科
医
療
は
必
要
不
可

欠
だ
。
そ
し
て
、
歯
科
・
医

科
連
携
は
ケ
ア
成
立
の
前
提

条
件
だ
。
そ
の
た
め
の
診
療

報
酬
や
公
費
負
担
医
療
、
在

宅
歯
科
診
療
へ
の
制
度
的
支

援
と
い
っ
た
公
的
な
制
度
保

障
が
不
可
欠
と
な
る
。

一
署
名
の
要
請
項
目
は
▽

「
平
和
安
全
保
障
関
連
法
」を

す
み
や
か
に
廃
止
、
▽
立
憲

主
義
の
原
則
を
堅
持
し
、
憲

法
９
条
を
守
る
―
の
２
点
。

２
月
５
日
付
機
関
紙
に
署
名

用
紙
を
同
封
し
会
員
に
届

け
、協
力
を
要
請
し
て
い
る
。

　

関
連
し
て
医
科
協
会
と
共

同
し
医
師
・
歯
科
医
師
ア
ピ

ー
ル
の
発
表
、
定
例
の
街
頭

宣
伝
を
実
施
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　

会
務
運
営
で
は
、
５
月
21

日
（
土
）
の
第
52
回
総
務
会

に
向
け
て
、
予
算
編
成
を
進

め
て
い
く
こ
と
、
２
０
１
５

・
２
０
１
６
年
度
活
動
方
針

に
基
づ
い
て
、
２
０
１
５
年

度
総
括
を
準
備
す
る
こ
と
に

し
た
。

　

協
会
は
今
次
改
定
に
つ
い

て
、「
改
定
の
個
別
項
目
」

を
受
け
て
政
策
部
長
談
話
を

発
表
し
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
談
話
は
、
▽
施
設
基
準

等
に
よ
る
差
別
・
選
別
や
誘

導
が
行
わ
れ
、
い
び
つ
な
改

定
と
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ

る
、
▽
医
科
歯
科
連
携
の
評

価
、
前
装
冠
の
ブ
リ
ッ
ジ
支

台
４
番
へ
の
適
応
拡
大
、
歯

管
の
文
書
提
供
加
算
化
な

ど
、
協
会
・
保
団
連
要
求
が

一
定
反
映
し
た
―
と
今
改
訂

を
特
徴
づ
け
た
。

　

戦
争
法
廃
止
を
求
め
る
統

し
な
い
こ
と
▽
70
歳
以
上
の

患
者
負
担
限
度
額
を
引
き
上

げ
な
い
こ
と
▽
湿
布
薬
、
う

が
い
薬
、
痛
み
止
め
な
ど
を

公
的
保
険
か
ら
外
さ
な
い
こ

と
│
│
の
４
項
目
。
７
月
の

参
院
選
の
争
点
に
押
し
上

げ
、
断
念
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
す
。

　

診
療
報
酬
改
定
対
策
で

は
、
中
医
協
へ
の
諮
問
を
受

け
て
会
員
に
パ
ブ
コ
メ
提
出

を
呼
び
か
け
、
１
０
７
人
分

を
協
会
が
取
り
ま
と
め
て
厚

労
省
に
提
出
し
た
こ
と
を
報

告
。

　

協
会
は
２
月
13
日
、
第
11

回
理
事
会
を
開
き
、
新
点
数

説
明
会
を
始
め
と
す
る
診
療

報
酬
改
定
対
策
、
新
た
な
患

者
負
担
増
ス
ト
ッ
プ
署
名
、

戦
争
法
廃
止
２
０
０
０
万
署

名
を
柱
に
し
た
運
動
対
策
、

５
月
21
日
に
開
く
第
52
回
評

議
員
会
に
向
け
た
準
備
な
ど

に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　

新
た
な
患
者
負
担
増
ス
ト

ッ
プ
署
名
の
請
願
事
項
は
、

▽
受
診
す
る
た
び
に
１
０
０

〜
５
０
０
円
を
窓
口
負
担
に

上
乗
せ
し
な
い
こ
と
▽
75
歳

以
上
の
窓
口
負
担
を
２
倍
化

善
か
ら
経
済
は
順
調
だ
と
明

言
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方

で
労
働
者
の
実
質
賃
金
は
あ

が
っ
て
い
な
い
。
非
正
規
労

働
者
が
初
め
て
２
０
０
０
万

人
を
超
え
、
全
労
働
者
の
約

４
割
を
占
め
る
と
い
う
異
常

な
状
態
に
あ
り
、
国
民
の
貧

困
化
が
進
ん
で
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
来
年
度
予

算
で
軍
事
費
が
５
兆
円
を
超

え
、軍
備
増
強
を
進
め
る
。い

く
つ
か
の
兵
器
の
購
入
を
控

え
る
だ
け
で
診
療
報
酬
を
プ

ラ
ス
改
定
に
で
き
る
額
だ
。

短
縮
を
始
め
と
す
る
提
供
体

制
の
改
変
を
狙
っ
て
い
る
。

　

病
院
を
追
い
出
さ
れ
た
患

者
を
訪
問
診
療
や
往
診
、
訪

問
看
護
を
受
け
皿
と
す
る
構

想
が
「
地
域
包
括
ケ
ア
・
シ

ス
テ
ム
」
だ
が
、
政
府
が
絵

を
描
く
提
供
体
制
は
受
け
皿

と
し
て
機
能
で
き
る
だ
け
の

報
酬
に
な
っ
て
な
い
。

　

問
わ
れ
る
の
は
、「
生
活

の
質
」
を
保
障
す
る
「
地
域

ケ
ア
」
か
ど
う
か
だ
。
い

ま
、「
地
域
包
括
ケ
ア
」
と

し
て
各
地
で
取
り
組
ま
れ
て

冠
適
応
拡
大
」「
歯
管
の
文

書
提
供
の
加
算
化
」
な
ど
が

獲
得
で
き
た
が
、
歯
科
医
療

改
善
に
は
程
遠
い
。

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
こ
の
２

年
で
大
企
業
の
利
益
が
45
％

増
、
内
部
留
保
は
過
去
最
高

の
３
０
０
兆
円
を
超
え
て
い

る
。
安
倍
首
相
は
、
完
全
失

業
率
、
有
効
求
人
倍
率
の
改

は
、
保
険
診
療
抑
制
の
主
体

者
と
し
て
都
道
府
県
行
政
を

位
置
づ
け
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
都
道
府
県
ご
と
の
医

療
費
目
標
管
理
や
医
療
提
供

体
制
の
改
変
、
保
険
者
機
能

の
強
化
だ
。「
皆
保
険
」
を

医
療
提
供
過
剰
の
原
因
と
み

な
し
、
医
療
費
抑
制
政
策
と

し
て
病
床
削
減
や
入
院
期
間

円
、
保
険
者
へ
の
国
庫
補
助

３
０
０
億
円
を
削
減
す
る
。

社
会
保
障
費
自
然
増
分
抑
制

を
、
医
療
で
狙
い
撃
ち
す
る

形
だ
。
こ
の
間
の
「
保
険
で

良
い
歯
科
医
療
運
動
」
の
成

果
で
、
今
改
定
に
お
い
て

「
周
術
期
管
理
や
Ｎ
Ｓ
Ｔ
へ

の
参
画
の
評
価
」「（
ブ
リ
ッ

ジ
に
限
り
）
４
番
へ
の
前
装

革
」
の
繋
が
り
を
つ
か
み
、

新
自
由
主
義
改
革
派
が
目
指

す
医
療
・
社
会
福
祉
の
姿
を

と
ら
え
る
こ
と
が
大
事
だ
。

　

「
改
革
」
は
３
つ
の
方
向

で
狙
わ
れ
て
い
る
。
①
保
険

診
療
の
制
限
②
医
師
の
裁
量

・
関
与
の
制
限
③
医
療
・
社

会
福
祉
の
市
場
化
・
営
利
主

義
化
の
浸
透
だ
。
そ
の
中
で

　

社
会
保
障
費
削
減
を
掲
げ

る
安
倍
政
権
は
、
医
療
・
介

護
・
年
金
の
大
改
悪
に
向
け

て
具
体
化
を
進
め
て
い
る
。

　

来
年
度
予
算
で
は
、
診
療

報
酬
改
定
で
１
４
０
０
億

　

安
倍
政
権
が
進
め
る
医
療

制
度
改
革
は
、
従
来
の
延
長

線
上
の
制
度
の
手
直
し
で
は

な
い
新
段
階
の
新
自
由
主
義

改
革
だ
。
個
々
の
「
改
革
」

だ
け
で
な
く
、
様
々
な
「
改

　

平
和
安
全
法
整
備
法
制
定

は
、
日
本
防
衛
と
は
無
関
係

な
戦
争
を
可
能
に
す
る
集
団

的
自
衛
権
の
行
使
に
道
を
開

い
た
。
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
は
憲
法
違
反
で
あ
り
、
他

国
の
戦
争
に
日
本
国
民
を
巻

き
込
む
危
険
を
高
め
る
。

　

安
倍
政
権
は
２
０
１
４
年

７
月
、
解
釈
改
憲
で
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
を
「
合
憲
」

と
閣
議
決
定
し
た
。
憲
法
９

条
は
、
戦
争
放
棄
だ
け
で
な

く
、
戦
力
の
不
保
持
、
交
戦

権
の
否
認
も
規
定
し
て
い

る
。
歴
代
の
自
民
党
政
府
で

さ
え
も
、「
集
団
的
自
衛
権

に
つ
い
て
は
、
現
行
憲
法
９

条
の
も
と
で
行
使
で
き
な

い
」
と
し
て
き
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
安
倍
政
権
は
憲
法
９

条
を
解
釈
で
根
底
か
ら
変
質

さ
せ
た
。

　

集
団
的
自
衛
権
は
、
日
本

が
武
力
攻
撃
を
受
け
て
い
な

く
て
も
、
同
盟
国
な
ど
が
攻

撃
さ
れ
た
場
合
に
、
自
衛
隊

の
先
制
攻
撃
を
可
能
に
す
る

も
の
だ
。
日
本
へ
の
直
接
の

攻
撃
に
対
し
自
国
防
衛
す
る

「
個
別
的
自
衛
権
」
と
は
一

線
を
画
す
。

　

集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て

安
倍
政
権
は
「
日
米
同
盟
の

抑
止
力
を
高
め
、
戦
争
を
未

然
に
防
ぐ
も
の
だ
」
と
弁
明

す
る
が
、
ま
と
も
な
議
論
に

耐
え
ら
れ
な
い
。

　

元
内
閣
法
制
局
長
官
の
阪

田
雅
裕
氏
は
衆
院
の
参
考
人

質
疑
で
こ
う
指
摘
し
た
。

　

「
敵
と
な
る
相
手
国
に
わ

が
国
領
土
を
攻
撃
す
る
大
義

名
分
を
与
え
る
こ
と
で
も
あ

る
か
ら
、
国
民
を
守
る
と
い

う
よ
り
は
進
ん
で
国
民
を
危

険
に
さ
ら
す
と
い
う
結
果
し

か
も
た
ら
さ
な
い
」

　

ま
た
、
近
隣
諸
国
を
脅
威

と
み
な
す
「
脅
威
論
」
に
つ

い
て
政
府
自
ら
が
国
会
で

「
中
国
を
含
め
て
特
定
の
国

を
脅
威
と
み
な
し
、
軍
事
的

に
対
抗
し
て
い
く
発
想
に
は

な
い
」（
中
谷
防
衛
相
）
と

認
め
て
い
る
。

 

（
つ
づ
く
）

第11回
理事会

負
担
増
、報
酬
改
定
を
協
議

一
物
二
価
、三
価
の
改
定

「
生
活
の
質
」保
障
す
る
制
度
に

社
会
保
障
拡
充
の
運
動
を

請
願
署
名
の
取
り
組
み
を
推
進

平
尾
清
司
氏
（
社
保
研
究
部
副
部
長
）

岡
崎
祐
司
氏
（
佛
教
大
学
教
授
）

戸
井
逸
美
（
副
理
事
長
・
政
策
部
長
）

会員学習会講演要録

軍拡、新自由主義改革から転換を

先
制
攻
撃
可
能
に

20002000万署名万署名でで

戦争法戦争法
廃止廃止へへ❸❸

　会員学習会（２月13～14日）での
岡崎祐司（佛教大学教授）、平尾清
司氏（社保研究部副部長）、戸井逸
美（政策部長）各氏の講演内容（要
旨）は次の通り。

個別的自衛権と集団的自衛権の違い


